様式第17号（第10条の23関係）

	特別管理産業廃棄物処理業
	変更
	届出書

	　　年　　月　　日

　栃木県知事　様

届出者

〒　

住　所　

氏　名　

（法人にあっては，名称及び代表者の氏名）

電話番号　　　　（　　　）　　　　　

ＦＡＸ　　　　　（　　　）　　　　　

　　　　　年　　月　　日付け第　　　　　　　　　　　号で許可を受けた特別管理産業廃棄物処理

	業に係る以下の事項について
	変更
	したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の５第３項

	において準用する同法第７条の２第３項の規定により、関係書類等を添えて届け出ます。

	
	新
	旧

	変更した事項の内容（規則第10条の23第１項第２号に掲げる事項を除く。）
	
	

	変更した事項の内容（規則第10条の23第１項第２号に掲げる事項）

	
	（変更内容が法人に係るものである場合）※法定代理人、株主及び出資をしている者の変更

	
	（ふりがな）

名　　称
	（ふりがな）

住　　所

	
	
	

	
	（変更内容が個人に係るものである場合）※法定代理人、役員（法定代理人が法人である場合の当該法人の役員を含む）、株主、出資をしている者及び使用人の変更

	
	（ふりがな）
	生年月日
	本　　　籍

	
	氏　　　　名
	役職名・呼称
	住　　　所（ふりがな）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	変更の理由
	

	備考

１　この届出書は、廃止又は変更の日から10日（法人で規則第10条の23第３項第１号又は第２号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日）以内に提出すること。

２　各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、この様式の例により作成した書面を添付すること｡


別紙　役員等変更届　
１　新たに就任した者の氏名・生年月日・役職・本籍・住所
	（ふ　り　が　な）
氏　　　　　名
	生　年　月　日
	本　　　　　　　　籍

	
	役職名・呼称
	住　　　　　　　　所

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


①法人の登記事項証明書（役員等に変更があった場合に必要。履歴事項全部証明書を添付）、
②新たに就任した者の住民票、③誓約書を添付すること。
２　役員・政令使用人等の新旧対照表（新旧ともに全ての役員、政令使用人等を記載）
	新
	旧

	（ふりがな）
氏名又
	役職名・呼称
	（ふりがな）
氏名又
	役職名・呼称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


　別紙　株主等変更届
１　５％以上の株主等の新旧対照表（法人の場合は会社の名称と代表者の氏名を記載）
	新
	旧

	（ふりがな）
氏名又は名称
	保有株式数又は
出資額の割合（％）
	（ふりがな）
氏名又は名称
	保有株式数又は
出資額の割合（％）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


２　新たに５％以上の株主等に該当した法人の名称・住所※
	（ふ　り　が　な）
名　　　　　称
	住　　　　　　　　所

	
	


３　新たに５％以上の株主等に該当した者の氏名・生年月日・役職・本籍・住所※
	（ふ　り　が　な）
氏　　　　　名
	生　年　月　日
	本　　　　　　　　籍

	
	役職名・呼称
	住　　　　　　　　所

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


※　①新たに該当した株主等の法人の登記事項証明書、②新たに該当した者の住民票、③誓約書を添付すること。
〔収運業〕様式第６号の２（第２面）
	３．運搬施設の概要

　(1) 運搬車両一覧

	
	車両の形状
	自動車登録番号又は車両番号
	最大積載量（Kg）
	所有者又は使用者
	備　　考

	１
	
	
	
	
	新規・継続・廃止

	２
	
	
	
	
	新規・継続・廃止

	３
	
	
	
	
	新規・継続・廃止

	４
	
	
	
	
	新規・継続・廃止

	５
	
	
	
	
	新規・継続・廃止

	６
	
	
	
	
	新規・継続・廃止

	７
	
	
	
	
	新規・継続・廃止

	８
	
	
	
	
	新規・継続・廃止

	９
	
	
	
	
	新規・継続・廃止

	10
	
	
	
	
	新規・継続・廃止

	事務所の所在地
	

	駐車場の所在地
	※付近の見取図を添付すること。

	(2) その他の運搬施設の概要

	運搬容器等の名称
	用　　途
	容　　量
	備　　考

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


〔収運業〕様式第６号の２（第２面）（続き）
　(1)運搬車両一覧

	
	車両の形状
	自動車登録番号又は車両番号
	最大積載量（Kg）
	所有者又は使用者
	備　　考

	11
	
	
	
	
	新規・継続・廃止

	12
	
	
	
	
	新規・継続・廃止

	13
	
	
	
	
	新規・継続・廃止

	14
	
	
	
	
	新規・継続・廃止

	15
	
	
	
	
	新規・継続・廃止

	16
	
	
	
	
	新規・継続・廃止

	17
	
	
	
	
	新規・継続・廃止

	18
	
	
	
	
	新規・継続・廃止

	19
	
	
	
	
	新規・継続・廃止

	20
	
	
	
	
	新規・継続・廃止

	21
	
	
	
	
	新規・継続・廃止

	22
	
	
	
	
	新規・継続・廃止

	23
	
	
	
	
	新規・継続・廃止

	24
	
	
	
	
	新規・継続・廃止

	25
	
	
	
	
	新規・継続・廃止

	26
	
	
	
	
	新規・継続・廃止

	27
	
	
	
	
	新規・継続・廃止


〔収運業〕様式第６号の２（第３面）
※積替え又は保管を行う場合に限り添付すること。
	(3) 積替施設又は保管施設の概要



	廃棄物の種類
	面積（㎡）
	保管上限

（ｔ又はｍ３）
	積み上げることができる高さ　　　（ｍ）
	設置場所

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（留意事項）

１　構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書、保管量等の計算書並びに当該施設の付近の見取図を添付すること。

２　設置場所の不動産登記事項証明書を添付すること。（借地の場合は、使用権原を証する書類（賃貸借契約書等の写し）を添付すること｡）


〔収運業〕様式第６号の２（第６面）
運搬車両の写真
	自動車登録番号又は車両番号
	

	前　面　写　真
	注意事項

・車両の前面（真正面）を撮影すること。

　（トレーラーは後方）

・ナンバープレートが確認できること。

	側　面　写　真
	注意事項

・車両の側面（真横）を撮影すること。

・名称等の車体の表示が確認できること。
　
既に許可を有している場合には所定の事項（「産業

廃棄物収集運搬車」、「会社名（事業者名）」、「許可番

号」）が表示されていること。
　　車体の表示が読み取れない場合には、表示部分を拡

大した写真も添付すること。

	
	
	撮　影
	年　　　月　　　日


（留意事項）

１　申請日前３月以内に撮影されたカラー写真（縦横倍率が変更されていないもの）であること。

２　前面及び側面を撮影した写真に代えて、斜め前方及び斜め後方を撮影した写真とすることもできる。

３　ナンバープレートが明確に確認できる写真であること。

〔収運業〕様式第６号の２（第10面）
誓　約　書

　申請者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条第５項第２号イからヘに該当しない者であることを誓約します。

年　　月　　日

　栃木県知事　様

申請者

　　住　所　
　　氏　名　
（法人にあっては名称及び代表者の氏名）
政令で定める使用に係る証明書

令和  年  月  日 
 栃木県知事 様 
栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号株式会社 ○○○○ 
代表取締役 ○○ ○○ 
 下記の者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条の10に該当する使用人であることに相違ないことを証明する。 
記 
（役職氏名） ○○ ○○ ○○ 
産業廃棄物収集運搬業の変更届に係る添付書類一覧表（届出者確認用）
　○変更届は、当該変更の日から10日以内（商業登記事項証明書が必要な変更届にあっては30日以内）に提出すること。
　○変更届と同時に更新又は変更許可申請を行う場合には、申請書に証明書類等を添付することで、変更届への添付を省略できます。ただし、同一の内容の証明書類等を添付すべきものに限ります。　
○下記の表の変更内容にあわせて◎の書類を提出ください。
	変　更　内　容
	提　　出　　書　　類
	届出者の別

	
	
	法人
	個人

	１
	住所の変更
※事務所・事業場(駐車場)の変更もある場合は４の書類も提出
	①商業登記法第10条に規定する登記事項証明書（以下「商業登記事項証明書」という。）
②変更後の住民票抄本（本籍地が記載されたもの）
③許可証原本（変更届と同時に提出すること）※１
④石綿含有産業廃棄物（汚泥）に係る申出※２
留意事項参照（特別管理産業廃棄物収集運搬業許可は、④は不要）
⑤書換え後の許可証を郵送するためのレターパックプラス
	◎
－
◎
◎
※３
	－
◎
◎
◎
※３

	２
	氏名又は名称の変更
   
	①商業登記事項証明書
②定款又は寄附行為
③変更後の住民票抄本（本籍地が記載されたもの）
④許可証原本（変更届と同時に提出すること）※１
⑤石綿含有産業廃棄物（汚泥）に係る申出※２
留意事項参照（特別管理産業廃棄物収集運搬業許可は、⑤は不要）
⑥書換え後の許可証を郵送するためのレターパックプラ
　ス
	◎
◎
－
◎
◎
※３
	－
－
◎
◎
◎
※３

	３
	法定代理人、役員、政令で定める使用人、100分の5以上の株主及び出資者の変更
	＜法定代理人・政令で定める使用人の変更＞
①住民票抄本（本籍地が記載されたもの）（法定代理人が法人の場合、次の＜役員の変更＞に掲げる①、③）
②様式第６号の２（第10面）誓約書
③証明書（政令で定める使用人の場合にのみ提出）
＜役員の変更＞
①商業登記事項証明書
②許可証原本（代表者変更の場合）（変更届と同時に提出すること）
③住民票抄本（本籍地が記載されたもの）
④様式第６号の２（第10面）誓約書
⑤石綿含有産業廃棄物（汚泥）に係る申出※２
留意事項参照（⑤は、代表者変更の場合のみ）
（特別管理産業廃棄物収集運搬業許可は、⑤は不要）
⑥書換後の許可証を郵送するためのレターパックプラス※１
＜100分の5以上の株主・出資者の変更＞
①商業登記事項証明書（株主・出資者が法人の場合）
②住民票抄本(本籍地が記載されたもの)
③様式第６号の２（第10面）誓約書
	◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
※３
◎
◎
◎
	◎
◎
－
－
－
－
－
－
※３
－
－
－

	４
	事務所及び事業場（駐車場等）の所在地の変更
	1 様式第６号の２（第２面）（変更事項のみ記入）
②駐車場の変更の場合

・駐車場の付近の見取図
※インターネットの検索エンジン等による地図において当該駐車場を明示し、主要な道路名、鉄道駅その他の公共施設の目印も明示ください。
(ア)不動産登記法第119条に規定する登記事項証明書
(イ)使用権原のみ有する場合には上記登記事項証明書に


代えて賃貸借契約書等の写し
※(ア)及び(イ)については積替え保管に限る。
	◎
◎

	５
	収集運搬車両の変更
	①様式第６号の２（第２面）（運搬車両一覧を記入）
②自動車検査証（新規車両のみ）
　・［電子化された車両］自動車検査証記録事項の写し
　・［電子化されていない車両］自動車検査証の写し

③②の自動車検査証等において、届出者が所有者又は使用者となっていない場合には、自動車検査証等の写しに加えて賃貸借契約書等の写し
④様式第６号の２（第６面）（新規車両のみ）
	◎
◎
◎
◎

	６
	積替保管施設の変更
	①様式第６号の２（第３面）積替施設又は保管施設の概要
	◎

	 （留意事項）
  ・提出先は、主たる事務所の所在地等により異なるので、以下の提出先を確認の上提出すること。
・届出を行政書士に委任する場合には、委任状（委任状への委任者及び受任者の押印は不要）
を添付すること。
行政書士が変更届を作成した場合は、記名して職印を押印すること。
　※１　書換え後の許可証が届くまでに許可証が必要になる場合はコピーを保管すること。
※２　石綿含有産業廃棄物（汚泥）に係る申出は、令和3(2021)年8月10日以降最初の変更届（許可
証書換えを伴うもの）に限る。

  　なお、当該申出による書換えが可能な期間は、令和3(2021)年8月10日以降に申請する最初の更新までとし、一度許可証の書換えを受けた以降（変更許可あるいは書換えを伴う変更届を含む。）に新たに「石綿含有産業廃棄物」の「汚泥」を取り扱う場合は、変更許可を要する。
また、許可証の書換えを受けるまで「石綿含有産業廃棄物」の「汚泥」を取扱うことはできない（ただし、産業廃棄物の「汚泥」かつ特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」の許可を有する者は、許可証の書換えを受ける前から「石綿含有産業廃棄物」の「汚泥」を取り扱うことができる）。
　　　石綿含有産業廃棄物（汚泥）（石綿含有仕上げ塗材が廃棄物になったもの等）は飛散性が高いおそれがあるため、耐水性プラスチック袋等により二重梱包を行うことが必要。
　　→申出による書換えを行う際は、収集容器の写真【〔収運業〕様式第６号の２（第７面）】を併せて添付すること
※３　書換え後の許可証について郵送を希望する場合は宛名を記入したレターパックプラスを同封すること。


○提出先
①主たる事務所又は事業場を栃木県内（宇都宮市内を除く）に有する場合又は処理施設（積替保管施設を含む）を栃木県内（宇都宮市内を除く）に有する場合には、所在地を管轄する環境森林事務所又は環境管理事務所
②上記以外の場合には、資源循環推進課
	提出先
	住所及び電話番号
	所管区域

	県西環境森林事務所
　環境部環境対策課
	〒321-1263　　　日光市瀬川51-9
0288-23-1000
	鹿沼市、日光市

	県東環境森林事務所
　環境部環境対策課
	〒321-4305　　　真岡市荒町116-1
0285-81-9002
	真岡市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町

	県北環境森林事務所
　環境部環境対策課
	〒324-0041 
大田原市本町2-2828-4
0287-22-2277
	大田原市、矢板市、那須塩原市、
さくら市、那須烏山市、塩谷町、
高根沢町、那須町、那珂川町

	県南環境森林事務所
　環境部環境対策課
	〒327-8503　　　佐野市堀米町607
0283-23-4445
	足利市、佐野市

	小山環境管理事務所
　　　　環境対策課
	〒323-0811　　　小山市犬塚3-1-1
0285-22-4309
	栃木市、小山市、下野市、壬生町、
野木町

	資源循環推進課
審査指導班
	〒320-8501　宇都宮市塙田1-1-20

028-623-3154
	宇都宮市、栃木県外


　※　取り扱う産業廃棄物の種類を増やす場合など事業の範囲を拡大する場合は、別途、変更許可の手続が必要です。
届出遅延の理由について
令和　年 月 日
栃木県知事　様
届出者
　　住　所
　　氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人にあっては名称及び代表者の氏名）
　　　　　　　　※押印は不要です
この度、　　　　　　　　を変更し、変更の日から10日以内（登記事項証明書が必要
なときは、30日以内）に届出しなければならないところ、　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　のため、本日まで変更届の提出が遅延しました。
今後は、廃棄物処理法を遵守し、再びこのようなことがないよう、十分に注意しますの
で、よろしくお取り計らいください。
別紙株主等変更届　のとおり





別紙株主等変更届


別紙役員等変更届　のとおり








